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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
若
者
の
雇
用
不
安
を
増
大
さ
せ
か
ね
な
い
労
働
者
派
遣
制
度
の
改
正
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

現
在
検
討
中
の
労
働
者
派
遣
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
「
労
働
者
派
遣
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年

一
月
二
十
九
日
労
働
政
策
審
議
会
建
議
）
を
踏
ま
え
、
有
期
雇
用
の
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
個
人
単
位
及
び
派
遣
先
単

位
の
二
つ
の
期
間
制
限
と
い
う
他
の
雇
用
形
態
に
は
な
い
規
制
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
一
方
、
無
期
雇
用
の
派
遣
労
働

者
に
つ
い
て
は
、
期
間
制
限
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
派
遣
先
単
位
の
期
間
制
限
に
係
る
派

遣
先
事
業
所
の
過
半
数
労
働
組
合
等
か
ら
の
意
見
聴
取
の
手
続
、
派
遣
元
事
業
主
に
よ
る
派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

の
た
め
の
措
置
、
派
遣
労
働
者
の
派
遣
先
で
の
正
社
員
化
の
推
進
の
た
め
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
措
置
が
個
々
の
企
業
に
お
け
る
労
働
者
の
構
成
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
予
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加

え
、
派
遣
労
働
者
数
及
び
正
社
員
数
は
、
景
気
、
雇
用
失
業
情
勢
、
労
働
者
の
希
望
等
に
影
響
を
受
け
る
た
め
、
有
期
雇
用

及
び
無
期
雇
用
の
派
遣
労
働
者
数
並
び
に
正
社
員
数
の
増
減
を
予
想
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋

ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一



五
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
労
働
政
策
審
議
会
職
業
安
定
分
科

会
労
働
力
需
給
制
度
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
、
労
働
者
派
遣
制
度
の
在
り
方
に
係
る
検
討
の
際
の
部

会
ご
と
の
各
委
員
の
発
言
回
数
は
、
部
会
の
速
記
録
に
よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
九
十
二
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員
（
以
下
「
公
益
委
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、

委
員
Ａ
は
十
九
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委
員
Ｄ
は
零
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
働
者
を
代
表
す
る

委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
（
以
下
「
労
側
委
員
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
八
回
、
委
員
Ｇ
は
二
回
、
委
員
Ｈ
は

零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
零
回
で
あ
り
、
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

（
以
下
「
使
側
委
員
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
一
回
、
委
員
Ｊ
は
一
回
、
委
員
Ｋ
は
二
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ

は
三
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
三
回
で
あ
る
。

第
百
九
十
三
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
三
十
八
回
、
委
員
Ｂ
は
二
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委

員
Ｄ
は
一
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
十
四
回
、
委
員
Ｇ
は
三
回
、
委
員
Ｈ
は
零
回
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
二
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
七
回
、
委
員
Ｊ
は
一
回
、

二



委
員
Ｋ
は
三
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
三
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
三
回
で
あ
る
。

第
百
九
十
四
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
三
十
九
回
、
委
員
Ｂ
は
五
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委

員
Ｄ
は
三
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
二
十
回
、
委
員
Ｇ
は
三
回
、
委
員
Ｈ
は
二
回
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
五
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
一
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
七
回
、
委
員
Ｊ
は
二
回
、

委
員
Ｋ
は
二
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
七
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
四
回
で
あ
る
。

第
百
九
十
五
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
十
四
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委
員

Ｄ
は
二
回
、
委
員
Ｅ
は
一
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
十
七
回
、
委
員
Ｇ
は
三
回
、
委
員
Ｈ
は
一
回
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
零
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
三
回
、
委
員
Ｊ
は
二
回
、

委
員
Ｋ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
八
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
五
回
で
あ
る
。

第
百
九
十
六
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
二
十
八
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委

員
Ｄ
は
零
回
、
委
員
Ｅ
は
一
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
二
十
一
回
、
委
員
Ｇ
は
三
回
、
委
員
Ｈ
は
一
回
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
十
三
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
一
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
八
回
、
委
員
Ｊ
は
五

回
、
委
員
Ｋ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
十
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
十
四
回
で
あ
る
。

三



第
百
九
十
七
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
二
十
九
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委

員
Ｄ
は
一
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
十
五
回
、
委
員
Ｇ
は
二
回
、
委
員
Ｈ
は
一
回
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
一
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
八
回
、
委
員
Ｊ
は
四
回
、

委
員
Ｋ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
八
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
五
回
で
あ
る
。

第
百
九
十
八
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
二
十
一
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委

員
Ｄ
は
零
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
九
回
、
委
員
Ｇ
は
二
回
、
委
員
Ｈ
は
三
回
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
一
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
九
回
、
委
員
Ｊ
は
四
回
、

委
員
Ｋ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
七
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
二
回
で
あ
る
。

第
百
九
十
九
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
三
十
三
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委

員
Ｄ
は
零
回
、
委
員
Ｅ
は
一
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
二
十
八
回
、
委
員
Ｇ
は
二
回
、
委
員
Ｈ
は
一
回
、

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
零
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
九
回
、
委
員
Ｊ
は
五
回
、

委
員
Ｋ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
四
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
二
回
で
あ
る
。

第
二
百
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
三
十
六
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
一
回
、
委
員
Ｄ

四



は
二
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
三
十
回
、
委
員
Ｇ
は
四
回
、
委
員
Ｈ
は
零
回
、
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
五
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
五
回
、
委
員
Ｊ
は
五
回
、
委

員
Ｋ
は
二
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
五
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
四
回
で
あ
る
。

第
二
百
一
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
三
十
四
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委
員

Ｄ
は
零
回
、
委
員
Ｅ
は
五
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
十
一
回
、
委
員
Ｇ
は
七
回
、
委
員
Ｈ
は
四
回
、
オ

ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
二
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
三
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
七
回
、
委
員
Ｊ
は
零
回
、

委
員
Ｋ
は
二
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
二
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
六
回
で
あ
る
。

第
二
百
二
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
三
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委
員
Ｄ
は

零
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
一
回
、
委
員
Ｇ
は
零
回
、
委
員
Ｈ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
Ａ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
零
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
一
回
、
委
員
Ｊ
は
零
回
、
委
員
Ｋ

は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
零
回
で
あ
る
。

第
二
百
三
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
二
十
三
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委
員

Ｄ
は
一
回
、
委
員
Ｅ
は
一
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
五
回
、
委
員
Ｇ
は
一
回
、
委
員
Ｈ
は
二
回
、
オ
ブ

五



ザ
ー
バ
ー
Ａ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
零
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
一
回
、
委
員
Ｊ
は
三
回
、
委

員
Ｋ
は
一
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
二
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
零
回
で
あ
る
。

第
二
百
四
回
部
会
に
お
い
て
は
、
公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
十
二
回
、
委
員
Ｂ
は
零
回
、
委
員
Ｃ
は
零
回
、
委
員
Ｄ

は
零
回
、
委
員
Ｅ
は
零
回
で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
一
回
、
委
員
Ｇ
は
零
回
、
委
員
Ｈ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
Ａ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
零
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
零
回
、
委
員
Ｊ
は
零
回
、
委
員

Ｋ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
零
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
零
回
で
あ
る
。

ま
た
、
第
百
九
十
二
回
部
会
か
ら
第
二
百
四
回
部
会
ま
で
の
全
て
の
部
会
に
お
け
る
各
委
員
の
発
言
回
数
の
合
計
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

公
益
委
員
の
う
ち
、
委
員
Ａ
は
三
百
二
十
九
回
、
委
員
Ｂ
は
七
回
、
委
員
Ｃ
は
一
回
、
委
員
Ｄ
は
十
回
、
委
員
Ｅ
は
九
回

で
あ
り
、
労
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｆ
は
百
八
十
回
、
委
員
Ｇ
は
三
十
二
回
、
委
員
Ｈ
は
十
五
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ａ
は

二
十
六
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｂ
は
十
四
回
で
あ
り
、
使
側
委
員
等
の
う
ち
、
委
員
Ｉ
は
六
十
六
回
、
委
員
Ｊ
は
三
十
二
回
、

委
員
Ｋ
は
十
六
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｃ
は
五
十
九
回
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
Ｄ
は
四
十
八
回
で
あ
る
。

ま
た
、
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
、
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
分
類
し
た
場

六



合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
回
数
と
そ
の
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
全
員
の
発
言
回
数
に
占
め
る
割
合
は
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。

労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
の
発
言
回
数
は
合
計
二
百
二
十
七
回
で
あ
り
、
そ
の
発
言
回
数
の
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
全

員
の
発
言
回
数
に
占
め
る
割
合
は
約
二
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

労
働
者
側
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
発
言
回
数
は
合
計
四
十
回
で
あ
り
、
そ
の
発
言
回
数
の
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
全
員
の

発
言
回
数
に
占
め
る
割
合
は
約
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
の
発
言
回
数
は
合
計
百
十
四
回
で
あ
り
、
そ
の
発
言
回
数
の
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
全
員
の

発
言
回
数
に
占
め
る
割
合
は
約
十
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

使
用
者
側
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
発
言
回
数
は
合
計
百
七
回
で
あ
り
、
そ
の
発
言
回
数
の
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
全
員
の

発
言
回
数
に
占
め
る
割
合
は
約
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

七


